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事業者内部における公益通報に応じ、法令違反行為の早期是正・未然防止を図るため、当社グループでは、役員・社員、関係者
並びに退職者を含む皆様からの通報も受け付ける内部公益通報受付窓口を以下の通り設置しております。

（退職者向け）コンプライアンスに関する通報・相談窓口について


